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１ はじめに

和光市広沢国有地等利活用事業（以下「本事業」という。）につきましては、現在、

大規模漏水により休館となっている総合児童センタープールの建替え事業をきっか

けとして、周辺公共施設の複合化や、民間収益施設の誘致を一体的に行っていくこと

が、平成29年4月に策定された「和光市広沢国有地等利活用基本方針」において示さ

れております。

一方、高度経済成長期に建設が続いた公共施設の老朽化への対応や、少子高齢化に

よる社会保障費の割合の増加など、地方自治体の抱える問題の解決が喫緊の行政課題

となっておりますが、その解決手段として、民間ノウハウを活用した手法であるPPP

（Public Private Partnership）・PFI（Private Finance Initiative）による取り組

みが近年着目され、各地で取組みが進められています。

本事業につきましても、和光市の公共施設マネジメントにおけるPPP・PFIのモデル

事業として位置づけ、民間とのパートナーシップを通じて、公共施設と民間収益施設

との相乗効果による賑わいを生み出し、施設利用者や地域に暮らす人々にとって、よ

り利便性が高く、より豊かな公共空間となるようにしたいと考えます。

また、市民・行政・民間企業の垣根を越えた参加型の運営を支えるコア組織として

「民間マネジメントチーム」が組成されることにより、周辺で進められる団地再生事

業と合わせて「エリアマネジメント」の視点をもった取り組みがなされることが期待

され、それによって本事業が周辺地域の価値向上に大いに寄与するものとなると確信

します。

最後に、本委員会の開催に当たり、多分野にわたる委員の皆様にはご多用中のとこ

ろ、ご出席を賜り、多角的な視点から幅広い提言を頂戴することができましたこと、

また、市民の代表である委員の方々からも具体的かつ貴重なご意見を頂戴できました

ことについて、この場を借りまして改めて御礼申し上げます。

本事業への参加を検討される民間事業者の方々には、是非とも新たな公共サービス

の担い手として、この地域とともにまちづくりの一翼を担っていただき、和光市のみ

ならず、他地域においても注目されるモデル事業となることを目指していただきます

ようお願い申し上げます。

和光市広沢国有地等利活用基本計画策定委員会

委員長 安登 利幸
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２ 提言書について

和光市広沢国有地等利活用基本計画策定委員会（以下「委員会」という。）は、

和光市広沢国有地等利活用基本方針（平成２９年４月策定）に基づき、広沢国有地

及び和光市総合児童センターが立地する市有地を活用した複合施設の整備に当た

り、導入施設のあり方や必要な機能等についてより具体的な計画を策定するために

設置し、市民、有識者、行政がそれぞれの立場から多様な視点から検討を行ってき

た。

この提言書は、委員会での検討の結果、基本計画に盛り込むべきとした内容をま

とめ、市に対し提言を行うために作成するものである。
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３ 和光市広沢国有地等利活用基本計画策定委員会 委員一覧

役職 所属 氏 名

1 委 員 長
まちづくりに関する専

門的な知識を有する者
亜細亜大学教授 安登 利幸

あんどう としゆき

2 副委員長
建築に関する専門的な

知識を有する者
千葉工業大学准教授 倉斗 綾子

くらかず りょうこ

3 副委員長
福祉に関する専門的な

知識を有する者
植草学園大学准教授 小川 晶

おがわ あき

4 委 員
福祉施設の運営に関す

る知識経験を有する者
和光福祉会福祉の里 石川 郁美

いしかわ いくみ

5 委 員
体育施設の運営に関す

る知識経験を有する者
和光市水泳連盟 井上 明次

いのうえ めい じ

6 委 員 公募による市民 山下 謙介
やました けんすけ

7 委 員 公募による市民 松下 いづみ
まつした

8 委 員
広沢国有地等の近隣の

自治会を代表する者
和光第八自治会長 本橋 良吾

もとはし りょうご

9 委 員
広沢国有地等の近隣の

自治会を代表する者
南上町自治会長 大野 忠

お お の ただし

10 委 員
和光市立広沢小学校の

職員
広沢小学校長 藤 律之

ふじ のりゆき

11 委 員 市職員 企画部長 橋本 久
はしもと ひさし

12 委 員 市職員 保健福祉部長 東内 京 一
とうない きょういち

13 委 員 市職員 子どもあんしん部長 喜名 明子
き な あきこ

14 委 員 市職員 建設部長 小島 孝文
こじま たかふみ

15 委 員 市職員 危機管理監 仲 司
なか つかさ

16 委 員 市職員 教育部長 星野 裕司
ほしの ゆうじ
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４ 委員会の経過

第１回 平成２９年６月２２日（木）市役所 ６０３会議室

議題：① 和光市広沢国有地等利活用基本方針について

② 基本計画の概要について

③ 今後の予定について

第２回 平成２９年１０月１３日（金）市役所 第２委員会室

議題：① ワークショップ・アンケートについて

② 基本計画（素案）について

③ 論点審議

④ 今後の予定について

第３回 平成３０年１月１０日（水）市役所 全員協議会室

議題：① ＰＦＩ検討委員会・パブリックコメントについて

② 基本計画（素案）について

③ 提言書（案）について

④ 今後の予定について
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５ 委員会からの提言

委員会での議論の結果、基本計画策定にあたり、市に求める基本的な考え方を以下

のとおり示す。

（１）事業のコンセプト

■ 公共施設再編の意義

・ 全国の自治体で 30～40 年前にできた公共施設の老朽化が進行しており、建て直

しの議論が国をあげて行われている。複合化や多機能化等の合理化により、限られ

た予算をいかに有効に使うかという工夫が始まっている。運営面では、民間のノウ

ハウを活用して効率的な運営していく努力をしていかなければならない。次世代に

繋がる施設の活動を見出していくことや、にぎわい創出の工夫などの課題が多い。

新しい施設整備にはそういう視点を持って取り組んでいくことが大切となる。

・ これからの施設整備には、他の公共施設の廃止や統合といった議論もあわせて必

要となる。費用面の検討も後回しせず検討しなければならない。

・ 官民連携事業とすることで費用の抑制が期待できるが、どの程度抑制できるのか、

他の事例をよく調べておくべき。

■ 多世代が集う空間を目指す

・ 事業対象エリアは将来的に市の中核になることがイメージしやすい恵まれた立地

である。「多世代の子どもたちがいて、それを大人が取り巻いている」そして、「地

域が子どもたちを見守り、育てていく」そのような場所になっていくことを期待さ

せる案を事業者には出してもらいたい。将来像を夢として描けるものを期待する。

■ 次世代に引き継ぐ仕掛けづくり

・ この施設を作っていく中心となるのは、和光の次世代を引き継ぐ子どもたちであ

るべき。子どもたち自身が利用する場所、自分たちが育っていく場所、さらに次の

世代に貢献できることを意識できるアイデンティティを育てたい。そのための仕掛

けができる施設になると良い。
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・ 10 年後や 20 年後に、自分たちが経験したことを今度はそこで生かしていくよう

な持続可能な仕組みを作り出していくことが大切。子どもたちが育つことについて、

自治体として持続可能な形としてやっていけるようなものになれば素晴らしい。

■ 多世代が満足できる空間

・ ホッとするおしゃれなカフェなど、いるだけでうれしい憩いのスペースができた

ら良い。そこでイベント等を行うことで親子が楽しめるようなことがあってもいい

と思う。

・ 児童センターや認定こども園の整備が計画に含まれるため、福祉施設というイメ

ージが強くなりそうだが、福祉のみならずみんなが利用できる施設というイメージ

が欲しい。高齢者も気軽に来られる多世代交流カフェのようなものがあると良い。

・ 多世代向けのファシリテーションは専門性が高く、得意分野が世代で違ってくる

ので、固定的ではなく柔軟に対応できる体制にしたほうが良い。

（２）施設計画

■ 施設配置の考え方（ゾーニング）

・ 計画地は市の南西に位置するため、駅から北の地区からは遠いエリアになる。北

地区に住む人は車での利用が中心となると思われることから、駐車場の利便性を確

保してもらいたい。

・ 認定こども園等の子育て支援施設利用者の送迎時の動線をよく検討しておくべき。

・ 隣接の広沢小学校グラウンドは、放課後あまり利用されていないように見える。

保育クラブのグラウンドとして利用可能ではないか。

■ エリアマネジメントの視点

・ 国土交通省もエリアマネジメントに力を入れている。民間事業者、ＮＰＯ法人、

社団法人、自治会等が協力する様々な事例がある。民間の知恵の出しどころなので、

事業者募集の際はそういった視点も評価に入れたたほうが良い。
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■ 子育て支援に必要な視点

・ 小学生までと中高生のニーズは違ってくるので、単にひとつのゾーンを使うだけ

では連携とは言えない。合理的な配慮、「繋げる」機能が必要。いかにマイノリテ

ィを作らないかという視点が求められる。

・ 子どもたちの遊び場の保証が問題だと思っている。最近の公園には多くの禁止事

項が設けられるところもある中、子どもたちは限られた遊びしかできない状況にあ

る。子どもたちの遊びのバリエーションを担保してあげられる工夫が欲しい。

・ 貧困の再生産防止のための学習支援等に生かせる場であればより良いと思う。

・ 貧困対策支援の例として、子ども食堂といった取り組みもある。市民による家庭

的な食事を提供する場で、子育て世帯の支え方として優れているが、「ご飯が食べ

られない子どもたちがそこに来る」ということでスティグマ（ネガティブな印象）

が発生することがある。配慮を必要とする子どもや家族を包み込むような形で、し

かし異なる生活課題、健康課題に対してアプローチすることが重要である。きれい

ごとでは済まないため、戦略的に考えていくことが必要。

・ 子どもだけではなく、高齢者の独居問題を考えた支援が担える施設になるとよい。

シルバー世代の知恵と経験を活用するという面から考えるとよい。

■ 市民プール

・ プールには「競泳型」と水中ウォーキング等を楽しむ「健康・交流型」としての

機能がある。健康・交流型の場合、お年寄りから子どもまでが使える集う場所とし

て役割を果たせるが、競泳型の人は好まないタイプの施設となる。例えば、和光市

樹林公園でもランナーとウォーカーの間でのトラブルがあるが、プールでも同様の

トラブルが想定できる。今後、ワークショップ等を通じて双方が楽しく使えるプー

ルになるように話し合っていく必要がある。

・ 高齢者は、健康維持や友だち作りでプールを利用していることが多い。民間施設

にジムを置くことで、高齢者も来て利用率が上がる（収入が増える）が、総合体育

館にも立派なジムがあるので、バッティングしないよう注意が必要。

・ プールについては障害者のニーズが高い。車椅子の利用も十分に想定し、駐車場

からのアクセスの他、プール施設内の利用動線等についても十分配慮する必要があ

る。

-1-
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・ 新しいプールができることで、隣接の広沢小学校プールの維持は今後も必要なの

かという点も含めて考える必要がある。施設の効率化の観点で、学校のプールを市

民プールに集約化して授業で使用することが可能ではないか。統合が実現すれば、

維持管理コスト負担、天候に左右されず、予定した計画通りに授業が出来る等、メ

リットが大きい。実施にあたっては時間帯や期間等について検討が必要と考える。

・ 認定こども園に通う子どもがプールを利用する可能性も考えられるが、乳幼児期

には残留塩素量への配慮が必要になる。混み合う中で無理して使わなくても、素材

としての水を楽しむことを目的として、こども園の園庭で仮設プールを作ることも

できるのではないか。

・ プールに併設して温浴施設があると良い。

■ 民間収益施設

・ 商業施設は商圏があり、スーパーマーケットはすでに近隣にあるため、参入の可

能性は低いと思う。おしゃれでないと土地の資産価値があがらないと考えるため、

デザインにも配慮した施設を作って欲しい。また、動線の問題について、子どもや

シニア世代は歩いて行ける範囲も限られているので、和光市民が集まる場所として

いくため、市内のバスの運行ルートも配慮してして欲しい。アクセスは重要な問題

だと考える。

・ 駐車場について民間施設を使う人と公共施設を使う人が複合利用する部分があっ

ても良い。

・ 児童センターの機能としてスタジオ等があっても良いと考える。事例として、東

京都武蔵野市の「武蔵野プレイス」は、フリースペースは無料だが、個室利用は有

料となっている。収益事業の一つとして有効ではないか。

■ 防災機能

・ 基本方針で示されているように、災害時における防災機能は重要な視点となる。

特に国道 254号に面している立地であるため、避難所としての機能と合わせて、帰
宅困難者への対応にも十分配慮した計画としていく必要がある。

-7-
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（３）その他

■ 市民参加

・ この事業を進めるにあたって、ワークショップとアンケートは重要。ニーズの抽

出が目的となると思うが、ニーズと聞くと市民が「やってもらう」感覚になってし

まうため、市民がどういう形であれば運営に参加できるかといったことを考えられ

るようにするとよい。また、中学生についても、ティーン向けのエリアが与えられ

たときに、当事者意識をもつようにワークショップ段階から入ってもらうことで、

民間が運営した時に対立構造ではなく一緒に作り上げていけるようになることに

つながる。

・ ワークショップを行っても、施設ができて運営段階となると、「子どもの声がう

るさい」などの苦情があり、子どもと高齢者の階を分けることになってしまった事

例もある。ワークショップに参加できるような中学生以上の子どもだけでなく、小

学生以下のような子どもの声も準備段階でコンセンサスを得ていくことが必要だ

と思う。世代間交流を準備段階から行っていくことを考えてほしい。

・ ワークショップ参加者が、継続的に関わってもらえるようにサポーター制度等の

仕組みを作ることを検討すると良い。

・ 施設の名称募集をしてはどうか。参加意識を高めることにも繋がるので検討する

と良い。

■ 整備後の維持管理

・ 事業者によっては施設の維持管理や修理等のアフターケアに問題があることもあ

る。誰が担当者かわからないことや、仕様部材を把握しておらず、対応に数ヶ月か

かることもある。そのようなことがないようにしてほしい
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６ 事業推進に向けて

本委員会では、広沢国有地等利活用基本方針及び、市民ワークショップやアンケ

ート等の結果から得られた市民ニーズをもとに、導入施設のあり方や必要な機能、

民間との連携の可能性について、検討を行ってきた。

基本計画がより実効性の高いものとなるよう、各委員からのそれぞれの知見を活

かした幅広い視点で市に対し助言、提言を行い、これを今回、提言書としてとりま

とめた。

市は、提言書の趣旨を受け止め、市内初となる本格的なＰＰＰ／ＰＦＩ事業を、

持続可能な財政運営の視点のもと、市民サービスの向上が効果的に発揮されるため

の公民パートナーシップのあり方を追求し、厳正なる事業者選定にあたられたい。

そして何より本事業のコンセプトである、多世代にわたる多くの人々が集う、地

域に愛される魅力ある交流拠点として、整備・管理・運営されていくことを強く期

待する。





- 2 -

和光市広沢複合施設基本計画

策定に対する提言書

和光市広沢国有地等利活用基本計画策定委員会

平成３０年１月


